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主なご意見

○ トラック運転手の脳・心臓疾患の労災決定件数が最も多いことを踏まえ、バス、タクシーを大幅に

上回る削減とすべき（労）

○ １か月の拘束時間は、２７５時間とし、年３,３００時間を超えない範囲で、年６回を限度に２９４時

間まで延長するよう見直してはどうか。脳・心臓疾患の労災認定基準を踏まえ、時間外・休日労働が

月８０時間・１００時間を超えない範囲で見直しを図るべきではないか（労）

○ １か月の拘束時間は、２８４時間とし、年３,４０８時間を超えない範囲で、年６回を限度に３２０時

間まで延長するよう見直してはどうか。年９６０時間の上限規制に休日労働は含まれないので、

月１回の休日労働を前提とすると、年の拘束時間は３,４０８時間が妥当と考える（１日９時間×１２

か月＝１０８時間）（使）

○ また、拘束時間は３２０時間を上限とし、時間外・休日を１００時間未満に抑える考え方もなくはな

い（使）

○ 今回の見直しで、一般則と同じレベルまでは難しくとも、せめて年３,３００時間に時間外だけでなく、

休日労働も含むという考え方は示したい（労）

▸ １か月についての拘束時間は、２９３時間（※９８時間）を超えないものとする。

▸ ただし、労使協定により、年間６か月までは、年間の総拘束時間が３,５１６時間（※１,１７６時間）を超えない範囲内に

おいて、１か月の拘束時間を３２０時間（※１２５時間）まで延長することができる。

現行
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考え方

▸ 拘束時間は、１か月について《２７４時間（※７９時間）～２８４時間（※８９時間）》を超えないものとする。

▸ ただし、労使協定があるときは、１年のうち６か月までは、１年間についての拘束時間が《３,３００時間～３,４０８

時間》を超えない範囲内において、《２９４時間（※９９時間）～３１０時間（※１１５時間）》まで延長することができる。

↓ （特例上限が、２９４時間を超える水準であれば、以下の内容を追加してはどうか）

▸ この場合において、１か月の拘束時間が２９４時間を超える月が３か月を超えて連続しないものとする。

【参考】

・２,３４０時間（年） ＋ ９６０時間（年） = ３,３００時間

・２,３４０時間（年） ＋ ９６０時間（年）＋｛（休日１日×９時間）×１２か月｝ ＝ ３,４０８時間

・１９５時間 ＋ ７９時間 ＝ ２７４時間 ・１９５時間 ＋ ９９時間 ＝ ２９４時間

・３,４０８時間（年） ÷ １２か月 ＝ ２８４時間 ・２８４時間 × １.１ ≑ ３１０時間（※）

(※）現行２９３時間 × １.１ ≑ ３２０時間

・１か月の拘束時間は、脳・心臓疾患の労災認定基準（月１００時間、複数月平間を超える時間外・休日労働）や、時間外

労働の上限規制（年９６０時間）、休日労働はできるだけ少なくすべきこと等を踏まえた水準とすべきではないか。

・１か月の拘束時間は、時間外・休日労働が月８０時間未満となる水準（２７４時間）を軸として検討すべきではないか。

また、特例水準については、時間外・休日労働が月１００時間未満となる水準（２９４時間）を軸に検討し、さらに疲労

の蓄積を防ぐ観点からその連続期間の上限も併せて検討することとしてはどうか。
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【ILO条約、EU規則の内容】

規定なし（休息期間の規定のみ）

【タクシー、バスの見直し内容】

（タクシー）

日勤 ： １か月についての拘束時間は、２８８時間を超えないものとする。

隔勤 ： ２６２時間を超えない。地域的事情がある場合、年間６か月まで、２７０時間まで延長可（変更なし）

（バス）

▸ 拘束時間は、年間の総拘束時間が３,３００時間、かつ、１か月の拘束時間が２８１時間を超えないものとする。

▸ ただし、貸切バス等乗務者については、労使協定により、年間６か月までは、年間の総拘束時間が３,４００時間を

超えない範囲内において、１か月の拘束時間を２９４時間まで延長することができるものとする。

この場合において、１か月の拘束時間が２８１時間を超える月が４か月を超えて連続しないものとする。

(※ ４週平均１週の拘束時間は省略)

参考
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主なご意見

○ ６時間以上の睡眠時間確保の観点からも、１日の休息期間は、バスやタクシーと同様に、１１時間を

中心に検討を行うべきではないか。拘束時間は１３時間、最大拘束時間は１５時間とすべき。１４時

間超の回数は１週間について２回以内が妥当（労）

○ トラックは波動のある業種なので、１日の休息期間は、継続１１時間以上与えるよう努めることを基

本とし、１週間平均で９時間を下回らないものとしてはどうか（使）

○ 平均だと偏りが生じかねず運行管理も難しいのではないか。また、トラック等運転手の脳・心臓疾患

事案の分析において、その要因として「不規則な勤務」が挙げられているが、休息期間を平均で管理

した場合、「不規則な勤務」が生じてしまうのではないか。また、睡眠時間の確保についても考慮が

必要（労）

現行

▸ １日についての拘束時間は、１３時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は

１６時間とする。この場合において、１日についての拘束時間が１５時間を超える回数は、１週間について２回以内とす

る。

▸ 勤務終了後、継続８時間以上の休息期間を与える。
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▸ 勤務終了後、継続１１時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、継続９時間を下回らないものとする。

▸ １日についての拘束時間は、１３時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、

最大拘束時間は１５時間とする。

この場合において、１日についての拘束時間が１４時間を超える回数（※）をできるだけ少なくするよう努めるもの

とする。

（※） 通達において、「１週間について３回以内」を目安として示すこととする。

考え方

・ １日の休息期間及び拘束時間については、「長い拘束時間」や「不規則な勤務」が脳・心臓疾患の要因となっているこ

とや、脳・心臓疾患の労災認定基準の見直し（１１時間未満の勤務間インターバルの有無等を評価対象に追加）を踏

まえ、タクシーやバスと同じ水準を軸に考えるべきではないか。
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【タクシー、バスの見直し内容】

▸ 勤務終了後、継続１１時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、

継続９時間を下回らないものとする。

▸ １日についての拘束時間は、１３時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、

最大拘束時間は１５時間とする。この場合において、１日についての拘束時間が１４時間を超える回数（※）

をできるだけ少なくするよう努めるものとする。

（※） 通達において、「１週間について３回以内」を目安として示すこととする。

【ILO条約、EU規則の内容（休息期間）】

・ILO第１５３号条約 ： ２４時間のうち継続１０時間以上（平均でも可）

ただし、いかなる場合も８時間を下回ること、かつ、１週間に２回以上８時間に短縮

することは不可

・EU規則 ： ２４時間のうち継続１１時間以上（週３日までは９時間以上に短縮可）

参考
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主なご意見

○ 運転時間は拘束時間等の他の基準が細かく決まるのであれば、また、長距離と近中距離で基準を分ける

ことができないのであれば廃止してもらいたい（使）

○ 運転時間は廃止できない。ただし、ILO条約を踏まえた見直しであれば検討の余地はある（労）

○ 実態調査において、運転時間を遵守している事業者が９割。一部の守れない事業者のために基準を緩和

する必要があるのか（公）

現行

▸ 運転時間は、２日を平均し１日当たり９時間、２週間を平均し１週間当たり４４時間を超えないものとする。
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▸ 現行どおりとしてはどうか。

参考

・ ILO第１５３号条約 ： １日９時間、１週４８時間

・ EU規則 ： １日９時間（週２回まで１０時間に延長可）、１週５６時間、２週９０時間

・ 改善基準告示 ： ２日平均９時間、２週間平均４４時間

・ 運転時間の規制は、ILO条約を始め諸外国でも上限時間が定められ、過労運転や交通事故防止の観点からも改善基準告

示による規制の中核をなすものであることから、拘束時間、休息期間等の基準に加えて、別途この基準を存置して遵

守を求めることが重要ではないか。

・ 現行の基準（１日９時間（２日平均）、１週間４４時間（２週平均））は、法定労働時間の短縮を踏まえた見直しに

際し、当時の労使の合意の下で設定されたものであることを踏まえるべきではないか。

・ その上で、ILO条約やEU規則等の内容も念頭におきつつ、多様な勤務実態等への対応や労働者の健康確保等の観点を

踏まえて運転時間のあり方について検討すべきではないか。

考え方
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主なご意見

○ 連続運転時間は、４時間を超えないよう努めることを基本とし、５時間は超えないものとしてはどう

か。運転中断は１０分以上は努力目標とし、５分以上、合計３０分が妥当（使）

○ ５時間に延ばせばSA・PAに入れるようになるという理屈がわからない。実態としても４時間のルール

を守れている事業者がほとんどである（公）

○ 労側としては、休憩にこだわりたい。

ILO条約において、運転の中断ではなく、休憩と定められていることを踏まえ、見直しを行うべきでは

ないか。例えば、連続運転時間は４時間、休憩１０分以上合計３０分とし、SA・PAに入れないときは、

それぞれ４時間３０分、休憩４５分としてはどうか（労）

○ 休憩と改めて示さなくとも、現状、運転の中断の最中に休憩させている例が多いのではないか（使）

○ 長距離は問題ないと思うが、問題は日勤。例えば、日勤で３箇所回るルートだと、荷積み・荷卸しで

休憩が取れないという実態がある（労）

現行

▸ 連続運転時間（１回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間を

いう。）は、４時間を超えないものとする。
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▸ 連続運転時間（１回が連続１０分以上で、かつ、合計が《３０分～４５分以上》の原則休憩をすることなく連続して運転

する時間をいう。）は、４時間を超えないものとする。

▸ ただし、高速自動車国道のサービスエリア又はパーキングエリアに駐車できない場合には、４時間３０分まで延長できる

ものとする。

▸ なお、この場合、原則として休憩する時間は、１回連続１０分以上とするか。

１０分に満たない時間をどのように考えるか。

参考

・ 改善基準告示 ： 運転の中断 ⇒ 運転以外の業務に従事することが排除されない。

・ EU規則 ： 休憩（break） ⇒ 休憩（break）とは、運転者が運転又は他の仕事を行うことなく、もっぱら休養に

充てることができる時間をいう。（「EU諸国における自動車運転者の法規制及び実態に関する調査研究報告書（平成24年３月）」（厚生労働省））

・ ILO第１５３号条約 ： 休憩（break） ⇒ ILO条約においてbreakの定義はないが、ILO第153号条約においては、

breakは「休憩」と訳されている。（「1979年の労働時間及び休息期間（路面運送）条約（第153号）」（ILO駐日事務所））

▸ 連続運転時間の規制は、ILO条約を始め諸外国においても上限時間が定められ、過労運転や交通事故の防止の観点からも

改善基準告示による規制の中核をなすものであることから、検討に当たっては、自動車運転者の疲労の蓄積の解消、運

用面での課題などを十分に考慮し、慎重な検討が必要ではないか。

▸ 運転の中断（現行：１０分以上合計３０分以上）は、ILO条約等においては休憩（break）であり、自動車運転者が蓄積

した疲労を回復するための時間と位置づけられていると考えられることについて、どう考えるか

考え方
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主なご意見

○ 分割休息特例は、バスと同様（分割休息は継続４時間以上で合計１１時間以上、分割は２分割ま

で、一定期間は１か月まで）に見直しを行うべきではないか (労)

○ 分割休息特例は、分割する休息の単位を４時間以上を基本とし３時間を下回らない、合計１１時

間としてはどうか。また、全勤務回数の２分の１を限度とするという制限は外して緩和してもら

いたい。分割は３分割を維持してもらいたい。また、運行管理者が配車しやすく、荷主も理解し

やすいシンプルなものが良い（使）

現行

▸ 業務の必要上、勤務終了後継続８時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における

全勤務回数の２分の１を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができる

ものとする。この場合において、分割された休息期間は、１日において１回当たり継続４時間以上、合計１０時間

以上でなければならないものとする。

▸ 一定期間は、原則として２週間から４週間程度とし、業務の必要上やむを得ない場合であっても２か月程度を限度と

する。

▸ 分割は、２分割に限らず、３分割も認められるものとする。
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▸ 業務の必要上、勤務終了後継続《８時間～９時間》以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、

一定期間における全勤務回数の２分の１を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して

与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、１日において１回当たり継続４時間

以上、合計１０時間以上でなければならないものとする。

▸ 一定期間は、原則として２週間から４週間程度とし、業務の必要上やむを得ない場合であっても２か月程度を限度と

する。

▸ 分割は、２分割に限らず、３分割も認められるものとする。

・ ILO第１５３号条約 ： 休息期間は８時間を下回ってはならない（※分割に関する例外規定なし）

・ EU規則 ： １１時間以上の休息期間を３時間以上、９時間以上に分割することができる

参考

▸ 改善基準告示における分割休息の特例は、わが国の自動車運送事業の実態を踏まえて、当分の間、業務の必要上

やむをえない場合の特例として設けられたものであり、ILO条約の休息期間の基準を満たしておらず、また、「業

務の必要上」の判断は厳格に運用することとされていることを踏まえて検討すべきではないか。

考え方

▸ なお、継続３時間を認める場合、３分割するときは合計１２時間以上としてはどうか。

(例：３分割の場合＝３時間＋４時間＋５時間、２分割の場合＝３時間＋７時間)
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主なご意見

○ ２人乗務特例は、基本的には現行どおりと考えるが、馬匹輸送に限らず、車両内にベッドがあっ

て、ドライバーがしっかり休めるような状況であれば、走行中に車両内ベッドで休んでいる時間

も休息期間として取り扱うなど緩和してもらいたい（使）

○ ２人乗務特例は、馬匹に限らず、全体の見直しを検討する中で議論していきたい（労）

▸ 自動車運転者が同時に１台の自動車に２人以上乗務する場合（車両内に身体を伸ばして休息することができる設備があ

る場合に限る。）においては、最大拘束時間を２０時間まで延長することができる。

また、休息期間は４時間まで短縮することができる。

現行
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▸ 自動車運転者が同時に１台の自動車に２人以上乗務する場合（車両内に体を伸ばして休息することができる設備があ

る場合に限る。）においては、最大拘束時間を２０時間まで延長することができる。また、休息期間は４時間まで短

縮することができる。

▸ ただし、当該設備が次のいずれにも該当する車両内ベッドであるときは、拘束時間を２４時間まで延長することが

できる。

また、当該車両内ベッドにおいて８時間以上仮眠する場合には、当該拘束時間を２８時間まで延長することができる。

この場合において、勤務終了後、継続１１時間以上の休息期間を与えるものする。

ア：車両内ベッドは、長さ１９８cm以上、かつ、幅８０cm以上の連続した平面であること。

イ：車両内ベッドは、クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。

参考

・ ILO第１５３号条約 ： 各国において、２人乗務について、別途、１日の休息期間の例外を設けることができる

・ EU規則 ： 拘束時間開始から３０時間以内に９時間の休息期間（＝２１時間拘束、９時間休息）

▸ 二人乗務の特例は、車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限って拘束時間の延長、

休息期間の短縮を認めるものであり、仮にこれを超える特例を設けることとする場合には、自動車運転者の過労運転

防止の観点から、合理的に説明しうる要件・基準とすべきではないか。
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現行

▸ フェリー乗船時間は、原則として、休息期間として取り扱うものとする。

▸ 与えるべき休息期間の時間から、フェリー乗船中の休息期間について減ずることができる。

ただし、減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の２分の１を下回っては

ならないものとする（※）。 （※） ２人乗務の場合を除く

▸ 現行どおり

【参考】

休息期間とは、勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、

睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分は労働者の全く自由な判断にゆだねられる時間であって、

休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なる性格を有するものである。（平成９年３月11日基発第１４３号）

考え方



予期しえない事象

16

主なご意見

○ 例外的な取扱いについては、災害や事故と同様、荷主都合による遅延や、SA・PAに入れない場合も

予期し得ない事象に含めてもらいたい。ただし、SA・PAに入れない問題は、連続運転時間か予期し

えない事象、いずれかで解消できれば良いと考えている（使）

○ 荷主都合による遅延を例外的な取扱いとすることは、全ての規制が骨抜きとなってしまうので賛成

できない。そもそも、荷待ちも、発荷主による荷待ちなのか、元請け運送業者による荷待ちなのか、

よく分からない。また、SA・PAに入れない問題は連続運転時間の論点で解消すべき課題。予期しえ

ない事象に含めるべきではない(労)

○ 改善基準告示違反について、厚労省から国交省に通報する際に、荷主都合による違反の有無も申し送

りし、国交省における処分において考慮してもらいたい。国交省、厚労省が連携して荷主に対してプ

レッシャーを与えることを検討してもらいたい（使）

○ 荷主対策について、厚労省から荷主への要請という新たな道が開けたことは有り難い（使）
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▸ タクシー、バスにおいては、総拘束時間等の短縮に伴い、新たに、事故、災害等の「予期し得ない事象」について

例外的な取扱いとしたもの。拘束時間等の見直しと併せて、例外的な取扱い（予期し得ない事象に遭遇した場合）に

ついて、これら他の業態のとりまとめ状況も踏まえて、検討することとしてはどうか。

▸ 事故、故障、災害等、通常予期し得ない事象に遭遇し、一定の遅延が生じた場合には、客観的な記録が認められる場合に

限り、１日の拘束時間、運転時間（２日平均）、連続運転時間の規制の適用に当たっては、その対応に要した時間を除く

ことができることとする。ただし、勤務終了後は、通常どおりの休息期間（※）を与えるものとする。

（※）休息期間は、勤務終了後、継続１１時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続９時間を下回らないものとする。

ア 運転中に乗務している車両が予期せず故障した場合

イ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した場合

ウ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合

エ 異常気象（警報発表時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった場合

考え方


